
令和７年度（２０２５年度）スタートアップ支援補助金公募要領 

１ 趣旨 

熊本県では、本県に魅力的な起業に向けた場を創り、県内で新たなビジネスを生み出

す人材の育成に取り組んでいる。 

本事業では、特に新規性や独自性がある技術・サービスに高い将来性が見込める創業

期の企業を重点的に支援することで、県内における起業の更なる促進を図っていくこと

を目的としている。 

  

２ 補助対象者 

次の各号を全て満たす県内に事業所又は工場を有する創業後３年以内の企業（個人事

業者を含む。）とする。 

（１）令和４年４月１日以降に法人を設立（個人事業者の場合は、事業を開始）してい

ること。 

（２）中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）に規定する中小企業者であること。 

（３）性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、又はこれらの営業の一部を受託する営

業を行っていなこと。 

（４）宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと。 

（５）暴力団もしくは暴力団員の統制下にないこと。 

（６）会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続きを行っていないこと。 

 

３ 補助対象事業 

補助対象者が行う新規性や独自性のある商品（試作品を含む。）開発、サービス向上又

は新しい販路開拓に係る事業とする。 

ただし、次の各号に掲げる取組みについては、補助金の交付の対象としない。 

（１）主要な部分を外注する取組み 

（２）新技術、新商品及び新サービスの開発主体及び開発成果の取得主体が実質的に補

助事業者でないと認められる取組み 

（３）生産を目的とする原材料や機械装置等の購入及び商品の展示販売等の営利活動と

みなされるもの 

（４）国、都道府県等が実施する他の補助金、委託費等を受給する事業 

 

４ 補助率及び補助金額 

 ・補助率：２分の１以内  

 ・補助限度額：１００万円 

※予算の範囲内で当該補助事業を実施するため、要望額どおりで採択されるとは限

りません。 

  

５ 補助対象経費  

 ・謝金（専門家謝金、講師謝金） 



 ・旅費（専門家旅費、講師旅費、社員旅費） 

 ・直接人件費（商品開発、サービス向上又は販路開拓に直接従事する者に係るもの） 

 ・事業経費 

（原材料費、機械装置若しくは工具器具の購入・製造・改良・据付け・借用・保守・

修繕に要する経費、産業財産権等の導入に要する経費、外注費、技術コンサルタン

ト料、構築物の購入・建造・改良・据付け・借用・保守又は修繕に要する経費、マ

ーケティング調査費、展示会出展費、事業の一部の委託に要する経費） 

 ・庁費 

（会議費、会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料、調査研究費、消

耗品費、雑役務費、当事業で発明した特許等の申請に要する経費（特許庁に支払う

経費を除く。）） 

  ※直接人件費の単価については、「【参考１】補助事業における健保等級単価計算について」

に基づいて算出すること。 

 

６ 補助対象外経費  

 ・交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したものに係る経費 

 ・事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費や電話代等 

 ・商品券等の金券購入に係る経費 

 ・雑誌定期購読料、新聞代、団体等の会費 

 ・飲食、奢侈、娯楽、接待の費用 

 ・不動産の購入、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用 

 ・税務申告、決算書作成のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のた

めの弁護士費用 

 ・振込手数料 

 ・公租公課（消費税及び地方消費税を含む） 

 ・借入金などの支払い利息及び遅延損害金 

 ・汎用性があり、目的外使用になり得るもの（パソコン、プリンタ等）の購入に係る経

費（ただし、補助事業の遂行のみに必要な場合のリース等は可） 

 ・中古品購入に係る経費 

 ・販売や営利活動（商品の販売を伴う展示会事業等）に係る経費 

 ・上記の他、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

 

７ 応募手続き 

（１）応 募 先 

 熊本県商工労働部産業振興局産業支援課 

（２）募集期間 

 令和７年（２０２５年）５月１４日(水曜日) 

                   ～６月１３日(金曜日)午後５時必着 

 

 



（３）応募書類 

  ・令和７年度（２０２５年度）スタートアップ支援補助金交付要望書 

  ・直近２期分の決算書 

・企業概要（パンフレット等） 

・令和４年４月１日以降に法人を設立（個人事業者の場合は、事業を開始）している

ことが確認できる資料（企業概要の資料に設立時期等が記載されていれば不要。個

人事業者の場合は、「個人事業の開業届出書（控用）」の写しなど。） 

（４）部  数 

 ９部（原本１部、副本８部（コピーで可）） 

  ※補助金交付要望書様式は、募集期間中に熊本県ホームページからダウンロードで

きます。 

  

８ スケジュール（未定）  

（１）交付要望書の提出期限    令和７年（２０２５年）６月１３日（金） 

（２）審査会（プレゼン有）    令和７年（２０２５年）６月３０日（月） 

（３）内定（採択・不採択の通知） 令和７年（２０２５年）７月中旬 

（４）交付申請書提出       令和７年（２０２５年）８月上旬 

（５）交付決定（事業開始）    令和７年（２０２５年）８月中 

（６）実績報告（事業完了）    令和８年（２０２６年）２月２７日（金）まで 

（７）補助金支払い        令和８年（２０２６年）３月中（予定） 

 

９ 選考基準 

① 事業内容の

妥当性 

社会情勢、市場ニーズに合致しているか。 

商品開発やサービス向上に新規性や独自性があるか。 

新しい販路の確保が見込まれるか。 

事業遂行上の課題は明確に整理されているか。また、課題解

決の見込みはあるか。 

②成果の確実性 

事業遂行上の人的・物的体制が十分に整っており、事業を円

滑に遂行できるか。 

製品化・売上についての見通しに具体性があるか。 

③成果の発展性 
将来的に県外等への事業展開が期待できる内容か。 

また、経営者等にそのビジョンがあるか。 

 

 

 

 

 

 



10 その他 

（１) 要望書（補助事業計画書、資金支出内訳表）については、できるだけ具体的に記

載してください。 

（２) 採択になった事業者は、企業名・テーマ名を公表します。 

（３）応募件数が多数となる場合、書類審査にて一次審査を行った後、二次審査（審査

会）を行いますのであらかじめご了承ください。また、審査会は応募者によるプレ

ゼンテーションを実施しますが、やむを得ずオンラインでの参加を希望される場合、

以下お問い合わせ先までご相談ください。 

 

11 お問い合わせ先 

  熊本県商工労働部産業振興局産業支援課 

  ℡ 096-333-2321（直通）  担当：金森、鮒田 

  Email  sangyoshien@pref.kumamoto.lg.jp 

  

mailto:sangyoshien@pref.kumamoto.lg.jp


【参考１】 

補助事業における健保等級単価計算について 

 

１．健保等級による積算における原則 

 健保等級を用いた労務費単価の計算方法については次項に規定する方法により算定した労務費単

価（円／時間）に従事時間を乗じて算出する。 

 法定福利費（事業者負担分）については保険の種類、事業者の事業の種類の分類によって異なるた

め、事務の効率化の観点から労務費単価には上乗せしない取扱いとする。 

  

２．労務費単価の計算方法 

（１）労務費単価の算定方法 

   補助事業における労務費の算出基礎となる労務費単価の算定においては、一部の給与形態を除

き、原則として等級単価一覧表（別表）に基づく等級単価を適用することとし、以下のとおり取

り扱う。    

雇用関係 給与 等級単価の 

適用 

労務費単価 

健保等級適用者（Ａ） 全て 適用される 賞与回数に応じた等級単価一覧表の区分を

選択し、該当する「健保等級」に対応する

時間単価を適用 

健保等級適用者以外

の者（Ｂ） 

年俸制 

月給制 

適用される 月給額を算出し、等級単価一覧表の「月給

額範囲」に対応する時間単価を適用 

日給制 適用されない 等級単価一覧表を適用せず、個別に日給額

を所定労働時間で除した単価（一円未満切

捨て）を適用 

時給制 適用されない 等級単価一覧表を適用せず、個別の時給額

を適用 

   労務費単価の具体的な適用は以下のとおりとする。 

   次の各号に定める分類に応じ、当該各号に定める方法により計算した金額を労務費単価とする。 

  ① 健保等級適用者（Ａ） 

    次の各要件の全てを満たす者の労務費単価については、健保等級により該当する等級単価を

使用する。 

    ア．健康保険料を徴収する事業者との雇用関係に基づき当該委託・補助事業に従事する者。

ただし、役員及び日額または時給での雇用契約者については、健保等級適用者以外の者と

して取り扱う。 

    イ．健康保険法による健康保険加入者であり、標準報酬月額保険料額表の健保等級適用者。 

    健保等級適用者に適用する労務費単価は、賞与回数に応じて該当する等級単価一覧表の区分

を使用する。 

    ア．賞与が通常支給されない者、又は通常年４回以上支給される者 

      → 等級単価一覧表のＡ区分を適用 

    イ．賞与が年１～３回まで支給されている者  

      → 等級単価一覧表のＢ区分を適用   



 

  ② 健保等級適用者以外の者（Ｂ） 

    健保等級適用者以外の者の労務費単価については、その給与形態に応じて以下の区分により

取り扱う。 

    この取扱いにおいて等級単価一覧表を適用する場合は、それぞれの年収（当該従事者に対す

る年間支給実績額の合計）等を基礎として、等級単価一覧表「月給範囲額」により該当する等

級単価を適用する。  

区 分  

年俸制 給与が年額で定められている者については、年額を１２月で除した額を月給

額とし、等級単価一覧表「月給範囲額」により該当する労務費単価 

月給制 給与が月額で定められている者については、等級単価一覧表「月給範囲額」

により該当する労務費単価 

日給制 給与が日額で定められている者については、等級単価一覧表によらず、日額

を約束された就業時間で除した金額。ただし、１日単位で事業に従事してい

る場合には、当該日額をもって１日当たりの労務費単価とすることができる 

時給制 給与が時給で定められている者については、当該時給をもって労務費単価と

する 

 

（２）健保等級適用者以外の者の取扱細則 

 （２）－１．等級単価を適用する者 

   前記（１）②の区分中、年俸制及び月給制の者に係る月給範囲額の算定については、以下のと

おり取り扱う。 

 ① 算定に含む金額（健康保険の報酬月額算定に準ずる） 

   基本給、家族手当、住居手当、通勤手当、食事手当、役付手当、職階手当、早出手当、残業

手当、皆勤手当、能率手当、生産手当、休業手当、育児休業手当、介護休暇手当、各種技術手

当、特別勤務手当、宿日直手当、勤務地手当、役員報酬の内給与相当額など金銭で支給される

もの。 

   なお、賞与については、支給回数に関わらず、この算定に含む。後記④参照。 

 ② 算定に含まない金額 

   解雇予定手当、退職手当、結婚祝金、災害見舞金、病気見舞金、年金、恩給、健康保険の傷

病手当金、労災保険の休業補償給付、家賃、地代、預金利子、株主配当金、大入袋、出張旅費、

役員報酬（給与相当額を除く。）など。 

 ③ 通勤手当の取扱い 

   年俸制及び月給制適用者の通勤手当に含まれる消費税及び地方消費税（以下「消費税」とい

う。）については除外しない。 

 ④ 賞与の取扱い 

   ア．事業期間内に支給される賞与を加算することができる。 

   イ．年俸制又は月給制適用者の加算の方法として、給与明細や給与証明の確認による賞与に

ついては、上期（４月～９月）又は下期（１０月～３月）の期間内にそれぞれ支給される

ことが確定している額を各期間の月額に加算できる。この場合において年俸制適用者は、

月額に換算して適用する。 



    ・年額に加算できる賞与の額：年間賞与（年間賞与の合計額が確定している場合） 

    ・月額に加算できる賞与の額：上期又は下期の賞与÷６月（１円未満切捨て） 

（２）－２．等級単価を適用しない者 

健保等級適用者以外の者のうち、日額制及び時給制適用者については、等級単価一覧表（別表）

の労務費単価を適用せず、雇用契約書や給与規程等により規定されている日額及び時間単価によ

る個別単価を原則適用する。 

① 通勤手当の取扱い 

  日額制及び時給制適用者に係る通勤手当については、日額及び時給に通勤手当相当額を加

算することができる。 

  ② 賞与の取扱い 

    前記（２）－１．④アについて同様の扱いとするほか、以下にて取り扱う。 

    日額又は時給に加算できる明確な賞与とは、給与明細等に賞与として額が明示され、支給す

ることが確定している場合をいう。 

    ・日額に加算できる賞与の額：上期又は下期の賞与÷６月÷２１日（１円未満切捨て） 

    ・時給に加算できる賞与の額：上期又は下期の賞与÷６月÷２１日÷所定就業時間（１円未

満切捨て）  

 

（３）等級単価一覧表の適用方法 

  健保等級適用者及び健保等級適用者以外の者のうち等級単価を適用する者について、等級単価一

覧表（別表）に適用する等級又は給与の基準額は以下の方法により決定する。 

 ① 当該月に適用される健保等級又は当該月に支給された給与に基づき算定された健保等級を適

用する。 

 ② 健保等級の変更（定時改定や随時改定による）又は給与に改定があった場合は、その改定月か

ら改定後の健保等級又は給与により算出した等級単価を適用する。 

  （ａ）定時決定は、被保険者標準報酬決定通知書の適用年月を適用する。 

  （ｂ）随時改定は、被保険者標準報酬決定通知書の改定年月を適用する。 

 ③ 就業規則等で定めた所定労働時間より短い、短時間労働者（嘱託、短時間勤務正社員等の別に

かかわらず労働契約等で短時間労働が規定されている者）については、１週間における就業規則

等で定めた所定労働時間と短時間労働者の所定労働時間の比率を算出し、その比率を標準報酬月

額又は月給範囲額に乗算した額により適用される等級又は月給範囲の労務費単価を使用するこ

とができる。 

  ・健保等級適用者：「就業規則等で定めた所定労働時間÷短時間労働者の所定労働時間×標準報

酬月額」で算定された額を報酬月額とみなし、該当する健保等級を適用す

る。 

 ・健保等級適用者以外：「就業規則等で定めた所定労働時間÷短時間労働者の所定労働時間×月

給範囲額（２．（２）－１．で算定した額）」で算定された額を月給範

囲額とみなし、該当する月給範囲を適用する。 

 

 

 

 



 

 


